
食中毒警報が発令されました！

７月３０日（火）に神奈川県から「食中毒警報」が発令されました。

今年は、昨年より１１日遅い発令となりました。 

夏期は気温や湿度が高くなり、弁当や魚介類が原因とな 

る黄色ブドウ球菌や腸炎ビブリオ等細菌による食中毒が起

こりやすくなります。実際に、黄色ブドウ球菌は平成３０年

の食中毒の件数の約半数近く、腸炎ビブリオは全数が食中毒

警報発令期間中（およそ３か月）に起こっています。温度管

理等、食品の取り扱いには十分気をつけましょう。

夏期食品一斉監視を実施中です！ 
食中毒の発生防止及び不良食品を排除するため、７月から８月にかけ

て監視指導を強化しています。 

食品の温度管理、製造・販売している食品の表示等について再度確認

し、衛生管理を徹底してください。 

★7 月１１日（木）に食品衛生講習会を実施しました★ 

水産仲卸業者を対象に「HACCP の考え方を取り入れた衛生管理のた

めの手引書～卸売市場水産物仲卸業～」について講習会を実施し、出席

者は３２名でした。HACCP に基づく衛生管理又は、HACCP の考え方

を取り入れた衛生管理に向けて準備をお願いします。 

次回の衛生講習会のテーマについて、御意見等ございましたらお寄せ

ください。 
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